
別紙３ 

宮崎県庁デジタルサイネージ賃貸借契約書（案） 

 

 宮崎県（以下「甲」という。）と           （以下「乙」という。）と

は、次の条項により契約を締結する。 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 （貸付物件） 

第２条 甲は、末尾記載の物件（以下「貸付物件」という。）を乙に貸し付け、乙は、 

 これを借り受ける。 

  （使用目的） 

第３条 乙は、貸付物件の情報表示を管理し、宮崎県財産総合管理課が委託する県政情報 

等を掲出すると共に、同広告枠に掲示する民間企業等の広告主の募集、掲載するコンテ

ンツの制作及び表示を行う。 

 （貸付期間） 

第４条 貸付物件の表示業務貸付期間（以下「貸付期間」という。）は、令和５年２月１

日から 令和１１年１月３１日までとする。 

  （貸付料） 

第５条 貸付物件の貸付料（以下「貸付料」という。）の額は、以下のとおりとす る。 

年 度 貸 付 期 間  貸付料（年額） 

令和 5年度 令和 6年 2月 1日から 

令和 6年 3月 31日まで 

金         円 

（消費税及び地方消費税     円を含む） 

令和 6年度～ 

令和 9年度 

令和 6年 4月 1日から 

令和 10年 3月 31日まで 

年額 金         円 

（消費税及び地方消費税     円を含む） 

令和 10年度 令和 10年 4月 1日から 

令和 11年 1月 31日まで 

金         円 

（消費税及び地方消費税     円を含む） 

 （貸付料の支払） 

第６条 乙は、貸付料を、甲が発行する納入通知書により甲の指定する期日までに納入し 

なければならない。 

 （情報表示に必要な機器の設置工事及び電気料） 

第７条 乙は、貸付物件の情報表示に必要とする機器の設置工事を行う場合、甲に対して

個別に行政財産目的外使用許可申請を行なわなければならない。なお設置した機器に係

る電気料については、甲が発行する納入通知書により甲の指定する期日までに納入しな

ければならない。 

  （貸付料の改定） 

第８条 甲は、経済事情の著しい変動又は消費税及び地方消費税の税率の変動その他正当 

な理由がある場合は、貸付料の増額を請求することができる。 

 （遅延利息） 

第９条 乙は、第６条及び第７条に定める支払を遅延したときは、その遅延日数に応じ、 

遅延金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８

条第１項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合により算定した額を甲に支払わな



ければならない。この場合における日割の計算に用いる 1年間の日数は、閏年の日を含

む期間についても３６５日とする。ただし、当該額に１００円未満の端数があるとき、

又はその全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるも

のとする。 

  （契約不適合責任） 

第 10 条 乙は、この契約締結後、貸付物件に数量の不足、その他隠れたかしのあること

を発見しても、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。 

  （権利の譲渡等の禁止） 

第 11条 乙は、次の行為をしてはならない。 

 (1) 貸付物件の管理運営の権利を第三者に譲渡すること。 

 (2)  貸付物件の管理運営に必要な一切の業務を第三者に委託すること。 

 (3) 貸付物件をこの契約の目的外に使用すること。 

 （使用上の制限） 

第 12 条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持保存しなければならな

い。 

２ 乙は、貸付物件の原状を変更しようとするときは、甲の承認を得なければならない。 

 （修繕義務） 

第 13 条 甲は、貸付物件に係る修繕義務を負うものとする。ただし、乙の故意又は過失

により生じた当該物件の修繕又は調整の費用は乙の負担とする。また、乙が当該物件

の維持管理のために支出する費用は、すべて乙の負担とする。 

  （滅失又はき損等の通知） 

第 14 条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又はき損した場合には、直ちに甲に

その状況を通知しなければならない。 

  （実地調査等） 

第 15 条 甲は、貸付物件について随時その使用を実地に調査し、又は必要な報告若しく

は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨

げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

  （契約の解除） 

第 16条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

 (2) 甲において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき。 

 (3) この契約に係る宮崎県庁デジタルサイネージ管理者募集要項（以下｢募集要項｣とい  

う。）に定める応募資格要件について、偽って応募したことが明らかになったとき、  

又は応募資格要件を満たさなくなったとき。 

２ 甲は、乙が応募申込時に提出した誓約書の記載事項に違反したときは、催告すること

な くこの契約を解除することができる。 

３ 乙は、貸付期間中において、本契約の解除を請求しようとするときは、解除しよう 

とする日の３か月前までに理由を付した書面を甲に提出しなければならない。 

４ 甲は、前項の規定による解除の請求について、その理由が真にやむを得ないものとし 

て認められる場合、本契約の解除を認めるものとする。 

 （貸付物件の返還） 

第 17 条 乙は、貸付期間が満了した場合は当該期間満了の日に、又は、前条の規定によ



りこの契約が解除された場合は甲の指定する期日までに、貸付物件及び第７条に定める

行政財産目的外使用許可物件を原状に回復した上、これを甲に返還しなければならな

い。 

 （貸付料の返還） 

第 18 条 甲は、貸付期間の中途において、乙の責めに帰すことのできない事由により契

約を解除するときは、既に乙が納入した貸付料のうち未経過期間に対応する貸付料を乙

の請求に基づき、乙に返還する。 

２ 前項の場合において、原状回復に要した費用、貸付物件の情報表示に必要とする機器

の設置工事に伴い支出した費用、その他一切の費用について、これを甲に請求しないも

のとする。 

  （損害賠償） 

第 19 条 乙は、その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失又はき損し

た場合は、当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならな

い。ただし、乙において、当該物件を原状に回復した場合には、この限りでない。 

２ 前項に掲げる場合のほか、乙は、この契約に定める義務を履行しないため損害を与え 

たときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、甲に支払わなければならない。 

 （契約の費用） 

第 20 条 この契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とす

る。 

  （その他遵守事項） 

第 21 条 乙は、貸付物件を使用するに当たり、募集要項に定める公募条件等を遵守する

ものとする。 

  （協議） 

第 22 条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事

項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

  この契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を

保有するものとする。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

              賃貸人 甲 宮 崎 県                           

 

                                      印 

                                   

                      賃借人 乙   

                                                          印 

 

 



 

 貸付物件の表示 

財産名称 所在地 面積及び型式等 

宮崎県防災庁舎１階休憩

スペース壁面及びデジタ

ルサイネージ 

宮崎市橘通東１丁目４４

番 

貸付面積：縦９６㎝×横１７４㎝ 

デジタルサイネージの型式等： 

SONY 4K KJ75X9500H 

 


